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大幅な人員及び維持管理費の削減を図る
（市有施設の指定管理者制度への移行）

総合的民間委託で一体的な空港運営を～旭川空港の取組～

１ 総合的民間委託の必要性（取り組みの背景）

２ 旭川空港での業務見直しの経過（国土交通省協議）

国の三位一体改革による

地方交付税の削減
団塊世代の退職者の集中 市債の元利償還額の増加

旭川市財政健全化プランの策定

構造改革特区

第７次提案
（平成１７年）

株式会社等による旭川
空港の管理を提案する

指定管理者制度

適用検討

旭川空港（２種Ｂ）の土地
等は国に帰属する

総合的民間委託

の検討

民間業者に委託可能
な業務を整理する
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１ 総合的民間委託の必要性（取り組みの背景）

２ 旭川空港での業務見直しの経過（国土交通省協議）

３ 空港管理業務委託についての国土交通省の考え方

国の三位一体改革による

地方交付税の削減
団塊世代の退職者の集中 市債の元利償還額の増加

旭川市財政健全化プランの策定

構造改革特区

第７次提案
（平成１７年）

株式会社等による旭川
空港の管理を提案する

現行の規定により
対応可能との回答

指定管理者制度

適用検討

旭川空港（２種Ｂ）の土地
等は国に帰属する

指定管理者制度
は適用できない

総合的民間委託

の検討

民間業者に委託可能
な業務を整理する

国交省から業務委
託に関する考え方

が示される

◎委託不可能な管理業務

航空機の安全運行確保のため、設置管理者自らが行うべき業務

航空法に定められた権限行使にあたるため、設置管理者自らが行うべき業務

公平性が求められるため、設置管理者自らが行うべき業務

・滑走路等の補修の必要性の判断及び工事の施工管理

・運用時間、使用料金等の設定

・航空機騒音対策に係る交渉及び判断

◎委託可能な管理業務

施設の点検、清掃

警備、消火救難、鳥害防除等の保安関係業務

料金徴収等の出納業務

航空法上の設置者責任等に及ばない「事実行為」

軽易な施設の補修、改良等に係る工事の実施

◎委託実施条件

受託社員の業務遂

行能力を国交省が

認めた場合にのみ、

旭川市の管理責任

の下で、維持管理

業務の民間委託を

認める
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４ 旭川空港における総合的民間委託の手法

空港維持管理業務の見直し 駐車場管理の適正化（有料化）

事実行為 旭川空港の

維持管理業務

駐車場の

維持管理業務
駐車場の運営

管理運営業務 維持管理業務
駐車場管理運営

総合的民間委託

･R/Wチェック

･S/Iチェック

･灯火チェック

･ﾊﾞｰﾄﾞｽｲｰﾌﾟ等

・民間事業者の創意工夫を活かし、事業の効率化を進めるため

１） 性能発注方式

２） 複数年契約

とする、総合的民間委託を導入する

･土木

･航空灯火

･警備消防

４ 旭川空港における総合的民間委託の手法

空港維持管理業務の見直し 駐車場管理の適正化（有料化）

事実行為 旭川空港の

維持管理業務

駐車場の

維持管理業務
駐車場の運営

管理運営業務 維持管理業務
駐車場管理運営

総合的民間委託

･R/Wチェック

･S/Iチェック

･灯火チェック

･ﾊﾞｰﾄﾞｽｲｰﾌﾟ等

５ 総合的民間委託による費用効果

駐車場管理の適正化（有料化）
による費用効果

・空港管理事務所組織のスリム化

設計業務の負担の大幅軽減

平成１８年度以前 １４名
平成１９年度 １１名（３名減）

平成２１年度 ９名（２名減）
最終計画 ７名（２名減）

平成１９年度から５年間で

約１億６千４百万円削減

空港維持管理業務の
見直しによる費用効果

・駐車場土地使用料収入

約1,100万円/年

・駐車場管理費の削減

約2,000万円/年

・駐車場拡張整備費の削減

約6,350万円

平成１９年度から５年間で

約２億１千７百万円削減

総合的民間委託により平成１９年度から５年間で約３億８千１百万円削減

・民間事業者の創意工夫を活かし、事業の効率化を進めるため

１） 性能発注方式

２） 複数年契約

とする、総合的民間委託を導入する

･土木

･航空灯火

･警備消防



旭川空港維持管理業務の見直し(総合的民間委託の導入)
旭川空港管理事務所の現状業務

委 託 業 務 管理運営業務 国土交通省航空局の見解 空港駐車場の現状と課題(無料・巡回管理)

除雪業務 草刈り業務 警備・消防業務 ・空港制限区域立入許可 ・航空法上の設置者責任に及 空港利用者増による 繁忙期における 駐車場通路の
ぶ空港本来業務」について 駐車マスの不足 駐車マスの大幅な不足 不適駐車の増加

・着陸料の決定、徴収 は委託の対象としないこと。
灯火施設維持 滑走路・誘導路
管理業務 マーキング工事 ・空港の保安対策 ・空港の運用時間中は、市職 冬期間における 長期駐車の増加

員を常備配置し、空港管理 駐車マスの確保
総 合 的 ・航空機の駐機調整 運営の指揮命令に従事せし 有 料 化

清掃業務 民間委託 除雪車両保守 めること。
点検業務 ・安全運航の確保 駐車場除雪作業の 駐車場維持管理費の

・第三者に対し委託した空港 効率的実施 削減
施設点検業務 ・基本施設の点検 管理業務についても空港管

消防車両・点検車 理者としての責に任ずるこ
保守点検業務 ・保安・災害の訓練 と。 受益の平等性 身体障害者駐車マスの

灯火監視制御 受益者負担 不足
システム保守点検 ・基本施設の整備 ・その他航空法等関係法規の

小破修繕業務 規定を尊守し、空港管理者
・空港施設の点検,修理 としての責任を全うするこ

駐車場維持管理業務 と。
有料化のための方策

① 利用しやすい駐車料金の設定 時間・宿泊ともワンコイン
② 駐車スペースの拡張整備 ３５０台分の増設
③ 質の高い維持管理の実施 除排雪・清掃の効率的実施

委託の考え方 ④ 適正な駐車場の管理運営 駐車場整理人の常駐
・ 委託に係る事務量の軽減 ⑤ 身体障害者等弱者対策の実施 １６台分設置
・ 空港維持管理費のコスト削減 バリアフリー動線の確保
・ 民間事業者の創意工夫を活かし効率化を図る 事 実 行 為

基本施設の点検の内 R/W ﾁｪｯｸ、S/I ﾁｪｯｸ、灯火ﾁｪ
ｯｸ、鳥獣異物ﾁｪｯｸ及びバードスイープ等の事実行

新たな委託業務 為について委託 有料化の事業内容
・ 駐車場の拡張整備 旭川空港管理条例１３条の規定
・ 駐車料金システムの設定 に基づき使用許可の付与により

駐車場の維持管理 事業者が実施する。
・ 駐車場の管理運営

事業実施の基本方針
・ 民間活力の導入
・ 空港維持管理業務の受託者の一体化
・ 空港施設と駐車場の質の高い維持管理
・ 駐車場の適正な管理運営
・ 市財政健全化への寄与

委託の条件
・性能発注方式 ・５年間の複数年契約

総 合 的 民 間 委 託

費 用 効 果 費 用 効 果

・ 空港管理事務所組織のスリム化 164,000 千円 ・ 駐車場土地使用料収入 50,000 千円
５年間の債務負担行為 議決 ・ 駐車場維持管理費の削減 103,000 千円

・ 駐車場拡張整備費・運営費の予算化不用
64,000 千円

217,000 千円
提案型公募方式で事業者選定


